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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和４年４月２０日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中１０名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實  宮 本 英 美 

由 喜 門  尊  藤 原 由 果  小 林 桂 治  石 黒 五 月   

藤 原 和 正  大 森 茂 利  

  欠席委員 

  久 山 英 之 

 

４．農地利用最適化推進委員 

岡 崎 文 明  服 部 千 敏  松 本 英 樹  山 本 和 博 

森 部 真 史  山 﨑   徹  大河原 律 夫  佐 藤 辰 也 

岡 﨑   浩  田 中 伸 五  吉 田   宏  山 内 桂 三 

金 居 正 彦  北 谷 正 幸  福 池 正 美  安 木 義 忠 

射 越 誠 一  山 本 祐 章  茂 成 和 延 

  欠席委員 

  正 富 清 人 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 横見瀬 文子 

事 務 局 藤原 敬士 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和４年度瀬戸内市農業委員会、第

１回の総会を始めさせていただきます。それでは開会にあたりまして、

年度初めということで武久市長よりごあいさつを申し上げます。 

市    長   おはようございます。今日は令和４年度の初めての総会ということで、

日頃からお世話になっております皆様にお礼の挨拶をさせていただき

ます。次に、現在特に力を入れている施策として、昨年より導入して

います、耕作放棄地の解消に向けた補助事業について振興公社を通し

て行っております。昨年から実施しており、成果もあげております。 

        また、今年度より新規補助事業として定年退職された方々が第 2の職

業として農業をされるような「帰農者」に対して補助するという制度

も始まっております。このような補助制度を円滑に利用できるように

していくには皆様のお力添えが必要となりますので今後ともよろしく

お願いいたします。 

事 務 局 長  ありがとうございました。市長は公務のため、ここで退席とさせてい

ただきます。 次に藤原会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。お忙しい中多くのご参加、ご出席いただきあり

がとうございます。皆様方には長らく、コロナの影響でご迷惑をかけ

てしまい申し訳ありません。今後もまだまだ影響はあるとは思います

が、今後ともよろしくお願いいたします。本日も複数案件がございま

すので、皆様の適正な審査、ご意見のほどよろしくお願いします。 

事 務 局 長 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１１名

のうち１０名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条

により、この総会が成立していることをご報告いたします。以降の議

事の進行につきましては藤原会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日の 

署名委員に由喜門委員、藤原委員よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、第１号議案、農地

法第３条許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請 

についてでございます。 

【１番案件】 

        譲受人「牛窓町長浜■■■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。

譲渡人「東京都新宿区■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ 

■■■」。農地の所在地は「牛窓町長浜 ９９１－１」。登記、現況

地目はいずれも「田」。面積は７９８㎡。「牛窓町長浜 ９９２－

１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は８５５㎡。「牛窓町

長浜 １０９３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は２３５
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㎡。「牛窓町長浜 １１０２－１」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は１５９㎡。「牛窓町長浜 １２９９」。登記、現況地

目はいずれも「畑」。面積は４１５㎡。「牛窓町長浜 １３０１－

１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は５９５㎡。「牛窓町

長浜 １８４６－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３

４７㎡。「牛窓町長浜 １８７３」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は４２８㎡。「牛窓町長浜 １８７６－１」。登記、現

況地目はいずれも「田」。面積は５７６㎡。「牛窓町長浜 １８８

６」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１，５０９㎡。「牛

窓町長浜 ２１３３」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は８

６２㎡。譲受人の農地までの距離は１，０００ｍ。耕作面積は４９，

３３９㎡となっております。家族数、耕作者数はいずれも２名。取得

の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■円となっ

ております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が県外に居住し今後耕作が不可能のた

め発生する所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の森部委員で現地調査を行い、周辺の農地の

利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

        譲受人「岡山市北区■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■

■」。譲渡人「牛窓町鹿忍■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■
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■■」。農地の所在地は「牛窓町長浜 ４１６４」。登記、現況地目

はいずれも「畑」。面積は６２４㎡。譲受人の農地までの距離は５０

ｍ。耕作面積は１２，２９３㎡となっております。家族数、耕作者数

はいずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａ

あたり■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が管理・耕作ができないことによる所

有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務

局と担当委員の森部委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等

を確認済です。 

【３番案件】 

        譲受人「邑久町尾張■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。

農地の所在地は「邑久町尾張 １２３６－１」。登記、現況地目はい

ずれも「田」。面積は２，３８８㎡。譲受人の農地までの距離は５０

０ｍ。家族数、耕作者数はいずれも５名。取得の理由は「増反」によ

るもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権

移転によるもので１０ａあたり■ ■円。「邑久町本庄 ５０５５」。

登記、現況地目はいずれも「田」。面積は７，５６９㎡。譲受人の農

地までの距離は２，０００㎡。耕作面積は１８７，０７５.３８㎡とな

っております。家族数、耕作者数はいずれも５名。取得の理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■円となっております。 
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第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲受人の農業規模拡大による所有権移転。本

件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の

確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員

の山﨑・正富委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認

済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【４番案件】 

        譲受人「邑久町下山田■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「岡山市南区■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ 

■■■」。農地の所在地は「邑久町本庄５１５７」。登記、現況地目

はいずれも「田」。面積は１，９８２㎡。譲受人の農地までの距離は

７００ｍ。耕作面積は５３９，８２０㎡となっております。家族数、

耕作者数はいずれも３名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理

由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもの

で１０aあたり■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 



- 6 - 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人市外居住による耕作・管理が出来ない

ことによる、所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上

の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられま

す。なお、事務局と担当委員の正富委員で現地調査を行い、周辺の農

地の利用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【５番案件】 

        譲受人「岡山市東区■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■

■」。譲渡人「邑久町虫明■■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■

■」。農地の所在地は「邑久町虫明５２８２－４８」。登記地目

「畑」、現況地目は「樹園地」。面積は２，５１５㎡。「邑久町虫明

５２８２－１０９」。登記地目「畑」、現況地目は「樹園地」。面積

は１，２０４㎡。「邑久町虫明５２８２－１１０」。登記地目「畑」、

現況地目は「樹園地」。面積は７８６㎡。「邑久町虫明５２８２－１

１２」。登記地目「畑」、現況地目は「樹園地」。面積は１，７１７

㎡。「邑久町虫明５２８２－１１３」。登記地目「畑」、現況地目は

「樹園地」。面積は２，２５７㎡。譲受人の農地までの距離は２０，

０００ｍ。耕作面積は０㎡となっております。家族数、耕作者数はい

ずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方

の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■■」さんは、経営農地

を全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、

耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込ま

れます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 
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        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲受人が耕作希望による所有権移転。本件の

権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員の金

居委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【６番案件】 

        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「長船町飯井■■■■■■ ■ ■■ ■■■ ■■」。農地の

所在地は「長船町飯井２７７－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は１，１８１㎡。譲受人の農地までの距離は５，０００

ｍ。耕作面積は５，８４８㎡となっております。家族数、耕作者数は

いずれも１名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手

方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が高齢のため耕作不可能による所有権

移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と

担当委員の福池委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確

認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【７番案件】 
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        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「長船町飯井■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。農

地の所在地は「長船町飯井２８４－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は５７８㎡。譲受人の農地までの距離は５，０００ｍ。

耕作面積は５，８４８㎡となっております。家族数、耕作者数はいず

れも１名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の

要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり

■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について譲渡人が管理・耕作ができないことによる所有

権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合

的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局

と担当委員の福池委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を

確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【８番案件】 

        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「長船町飯井■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。

農地の所在地は「長船町飯井３０４－１」。登記、現況地目はいずれ

も「田」。面積は１，１５２㎡。譲受人の農地までの距離は５，００

０ｍ。耕作面積は５，８４８㎡となっております。家族数、耕作者数

はいずれも１名。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相

手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａ

あたり■ ■円となっております。 
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第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人が高齢のため、耕作・管理ができない

ことによる所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の福池委員で現地調査を行い、周辺の農地の

利用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【９番案件】 

        譲受人「長船町飯井■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「長船町飯井■■■■■■ ■ ■■ ■■■ ■■」。農地

の所在地は「長船町飯井１６１０」。「長船町飯井１６１１－１」登

記、現況地目はいずれも「田」。面積は６１８㎡、同じく面積は１，

２１６㎡。譲受人の農地までの距離は５００ｍ。耕作面積は６１，０

３３.４６㎡となっております。家族数、耕作者数はいずれも１名。取

得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」による

ものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■円とな

っております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■■」さんは、経営農地

を全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、

耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込ま

れます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 
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        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について譲渡人が高齢のため、管理・耕作ができないこ

とによる所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。

なお、事務局と担当委員の福池委員で現地調査を行い、周辺の農地の

利用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【１０番案件】 

        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。譲

渡人「岡山市中区■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」「長船町磯上２３２

６－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は３，１６９㎡、

同じく面積は２，０１２㎡。譲受人の農地までの距離は１，０００ｍ。

耕作面積は１９３，０５４.７９㎡となっております。家族数、耕作者

数はいずれも５名。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は

「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので２

筆合計■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい 

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について譲渡人が耕作・管理が出来ないことによる所有

権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合
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的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局

と担当委員の安木委員で現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を

確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【１１番案件】 

        譲受人「岡山市中区■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■

■」。譲渡人「岡山市東区■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ 

■■■ ■■」。農地の所在地は「長船町土師１２８６」登記、現況

地目はいずれも「田」。「長船町土師２０００」登記、現況地目はい

ずれも「畑」。「長船町土師２００１」。登記、現況地目はいずれも

畑」。面積は２，０８８㎡、同じく面積は２９６㎡、同じく面積は２

４１㎡。譲受人の農地までの距離は２０，０００ｍ。耕作面積は９，

４２０㎡となっております。家族数、耕作者数はいずれも３名。取得

の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０aあたり■ ■円となって

おります。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい 

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

第２項第７号について譲渡人が高齢のため耕作・管理ができないこと

による所有権移転。本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。な

お、事務局と担当委員の射越委員で現地調査を行い、周辺の農地の利

用状況等を確認済です。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番、２番案件について、森部委員より説明

をお願いいたします。 

森 部 委 員   １番・２番案件についてご説明します。１番案件の譲渡人が今後岡山

に帰省することがないため、農地を処分したいと相談したところ話が

まとまりました。２番案件の譲受人は大規模農家であり、隣の畑で耕

作しているため、購入してくれと話があり、相談したところ話がまと

まりました。１・２番案件共に特に問題はありません。周辺農地への

問題もないと思われます。よろしくお願いします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件について、山

﨑委員、正富委員の代読として事務局、４番案件についても同じく、

正富委員の代読として事務局、お願いします。 

山 﨑 委 員   ３番案件についてご説明します。譲受人の■■さんですが、農業に大 

変な意欲がある方で、特に問題はありません。周辺農地への問題も 

ないと思われます。 

事  務  局 事務局から説明させていただきます。３番案件については、割愛させ 

ていただきます。 

４番案件についてご説明します。譲渡人が市外に在住しており、将来、 

帰省し農業をすることはなく、代わりに農業をしてくれる人をと相談 

したところ話がまとまりました。特に問題はありません。周辺の内へ 

の問題もないと思われます。よろしくお願いします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、５番案件について、金

居委員、お願いします。 

金 居 委 員   ５番案件についてご説明します。譲受人は現在、岡山市に在住ですが、

虫明の出身の方で、譲渡人とは古くから友人関係であり、譲渡人の父

が亡くなって耕作放棄地になっていることもあり、譲受人が相談した

ところ話がまとまりました。特に問題はありません。周辺農地への問

題もないと思われます。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、６番、７番、８番、９

番案件について、福池委員、お願いします。 

福 池 委 員   ６番、７番、８番案件についてご説明します。譲渡人３名は後継者が

なく以前より、売却を希望しており、知り合いの譲受人に相談したと

ころ話がまとまりました。特に問題はないと思います。９番案件につ

いても同じく、譲受人に相談したところ、話がまとまりました。特段

それぞれ問題はないかと思われます。よろしくご審議のほどよろしく

お願いいたします。 
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議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、１０番案件について、

安木委員、お願いします。 

安 木 委 員   １０番案件についてご説明します。譲受人は大規模農家であり、更に

農業規模の拡大を希望しており、相談したところ話がまとまりました。

特に問題はないと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、１１番案件について、

射越委員、お願いします。 

射 越 委 員   １１番案件についてご説明します。譲受人が地元に戻って農業を広め

たいと希望しており、譲渡人に相談したところ話がまとまりました。 

特に問題はないと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請、１番案件から１１番案件

について、許可に賛成の方、挙手願います。 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「長船町八日市■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所

在地は「長船町八日市２７９－２」。地目は「田」。面積は１５６.０

０㎡。転用目的は「公衆用道路」。農地区分は第１種農地で１０aあ

たりの収量は米４５０㎏となっております。資金は、■ ■。隣地へ

の被害はありません。なお、農用地区域外農地であります。資料９ペ

ージをご覧ください。市立行幸小学校から西へ約１００ｍところに位

置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、山本委員お願いします。 

山 本 委 員 １番案件についてご説明します。また、当該申請について、排水等に

ついても特に問題なく、近隣農地等についても特に支障はありません。

よろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 
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（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、１番案件について許可に

賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、承認とさせていただきます。 

         続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料４・５頁目をご覧ください。第３号議案、農地法第

５条許可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「邑久町尾張２８８番２ 不動産業 エステートプランニング

株式会社 代表取締役 永山 弘之」。譲渡人「京都府長岡京市■■

■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町尾

張２１１」。地目は「田」。転用面積 ２８１㎡。譲渡人「邑久町■

■■■■■■■ ■■■ ■■ ■」。土地の所在地は「邑久町尾張

２１２－１」。地目は「畑」。転用面積 ２４９㎡。「邑久町尾張２

１２－３」。地目は「畑」。転用面積 １１７㎡。「邑久町尾張２１

４」。地目は「畑」。転用面積 １７１㎡。転用目的は「建売分譲住

宅」。施設の概要は、「２階建 ３棟 １７６.３５㎡」。建ぺい率２

３.８０％。農地区分は第３種農地で１０aあたりの収量は、米４５０

㎏となっております。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。

なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■円、農用地区域外農地

であります。資料１０ページをご覧ください。ゆめタウン邑久から北

へ約１００ｍのところに位置しています。 

【２番案件】 

  譲受人「邑久町尾張２８８番２ 不動産業 エステートプランニング

株式会社 代表取締役 永山 弘之」。譲渡人「邑久町山田庄■■■

■■ ■■■ ■■ ■」。土地の所在地は「邑久町山田庄６９５」。

地目は「田」。転用面積１，９７７㎡。転用目的は「建売分譲住宅」。

施設の概要は「２階建 ８棟 ４３４.６９㎡」。建ぺい率は、「２

３.５０％」。農地区分は第３種農地で１０aあたりの収量は、米４５

０㎏となっております。資金は、■ ■となっております。隣地への

被害はありません。なお、所有権移転であり、１０a あたり■ ■円、

農用地区域外農地であります。また、開発案件の農地となっておりま
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す。資料１１ページをご覧ください。ゆめタウン邑久から北へ約２５

０ｍのところに位置しています。 

【３番案件】 

  譲受人「岡山市中区■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 

■■ ■■」。譲渡人「長船町磯上■■■■■■■ ■■■ ■■」。

土地の所在地は「長船町磯上１８４４－１」。地目は「田」。転用面

積５７６㎡。譲渡人「長船町磯上■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。

土地の所在地は「長船町磯上１８４３－１」。地目「田」。転用面積

８１㎡。転用目的は「農業用倉庫」。施設の概要は、「農業用倉庫 

１棟 １３４㎡」。農地区分は農用地で１０aあたりの収量は、米４

２０㎏となっております。資金は、■ ■。隣地への被害はありませ

ん。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■円、農用地区域内

農地であります。資料１２ページをご覧ください。長船美しい森から

西へ約７００ｍのところに位置しています。 

【４番案件】 

  譲受人「邑久町尾張２８８番２ 不動産業 エステートプランニング

株式会社 代表取締役 永山 弘之」。譲渡人「長船町■■■■■■

■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町福里１３３

－１」。地目は「田」。転用面積９３４㎡。転用目的は「建売分譲住

宅」。施設の概要は、「２階建 ４棟 ２０２.８７㎡」。建ぺい率は、

「２５.４０％」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は、米

４５０㎏となっております。資金は、■ ■となっております。隣地

への被害はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ 

■円、農用地区域外であります。資料１３ページをご覧ください。JA

岡山長船カントリーから北へ約２００ｍのところに位置しています。 

【５番案件】 

  譲受人「岡山市中区■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■

■■ ■■ ■■」。譲渡人「長船町土師■■■■■■ ■■ ■■ 

■■」。土地の所在地は「長船町土師２１５－１」。地目は「田」。

転用面積３０７㎡。転用目的は「自己住宅」。施設の概要は、「２階

建 １棟 ７４.１２㎡」。建ぺい率は、「２４.４０％」。農地区分

は第２種農地で１０a あたりの収量は、米４６０㎏となっております。

資金は、■ ■となっております。隣地への被害はありません。なお、

使用貸借権設定であり、１０a あたり無償、農用地区域外であります。

資料１４ページをご覧ください。コスモス長船店から東へ約１００ｍ

のところに位置しています。 

【６番案件】 
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  譲受人「長船町土師１４０番地１２ 不動産業 株式会社プライムホ

ーム 代表取締役 松本 英伸」。譲渡人「長船町福岡■■■■■■ 

■■ ■ ■■」。土地の所在地は「長船町福岡５７７」。地目は

「田」。転用面積１，１３８㎡。「長船町福岡５７８」。地目は

「田」。転用面積７２０㎡。「長船町福岡５８１」。地目は「田」。

転用面積２，５７２㎡。転用目的は「建売分譲住宅」。施設の概要は、

「２階建 １６棟 ８９２.０２㎡」。建ぺい率は、「３１.００％」。

農地区分は第３種農地で１０aあたりの収量は、米４２０㎏となって

おります。資金は、■ ■となっております。隣地への被害はありま

せん。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■円であります。

また、開発・諮問案件の農地となっております。資料１５ページをご

覧ください。長船駅から西へ約２５０ｍのところに位置しています。 

【７番案件】 

  譲受人「長船町土師■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■

■ ■■ ■■■■・■■ ■■■■■」。譲渡人「長船町八日市■

■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町八日市２

７９－３」。地目は「田」。転用面積２２２㎡。転用目的は「自己住

宅」。施設の概要は、「２階建 １棟 ６１.２７㎡」。建ぺい率は、

「２７.５０％」。農地区分は第１種農地で１０aあたりの収量は、米

４５０㎏となっております。資金は、■ ■となっております。隣地

への被害はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ 

■円、農用地区域外であります。資料１６ページをご覧ください。市

立行幸小学校から西へ約１００ｍのところに位置しています。 

【８番案件】 

  譲受人「長船町長船■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■ ■■ ■■」。譲渡人「長船町八日市■■■■■ ■■■ 

■■ ■■」。土地の所在地は「長船町八日市２７９－４」。地目は

「田」。転用面積２４９㎡。転用目的は「自己住宅」。施設の概要は、

「２階建 １棟 ６４㎡」。建ぺい率は、「２５.６０％」。農地区分

は第１種農地で１０a あたりの収量は、米４５０㎏となっております。

資金は、■ ■となっております。隣地への被害はありません。なお、

所有権移転であり、１０a あたり■ ■円、農用地区域外であります。

資料１７ページをご覧ください。市立行幸小学校から西へ約１００ｍ

のところに位置しています。 

【９番案件】 

  譲受人「備前市大内■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■

■ ■■ ■■」。譲渡人「長船町八日市■■■■■ ■■■ ■■ 

■■」。土地の所在地は「長船町八日市２７９－５」。地目は「田」。
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転用面積１７５㎡。転用目的は「自己住宅」。施設の概要は、「２階

建 １棟 ４２.６４㎡」。建ぺい率は、「２４.３０％」。農地区分

は第１種農地で１０a あたりの収量は、米４５０㎏となっております。

資金は、■ ■となっております。隣地への被害はありません。なお、

所有権移転であり、１０a あたり■ ■円、農用地区域外であります。

資料１８ページをご覧ください。市立行幸小学校から西へ約１００ｍ

のところに位置しています。 

【１０番案件】 

  譲受人「岡山県岡山市中区乙多見４４９番地 電気工事業 山陽電研

株式会社 代表取締役 松尾 正伸」。譲渡人「広島県呉市■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は

「長船町長船１２３６－１」。地目は「田」。転用面積９９６㎡。転

用目的は「露天駐車場」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収

量は、米４００㎏となっております。資金は、■ ■。隣地への被害

はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■円、農

用地区域外であります。また、開発案件の農地となっております。資

料１９ページをご覧ください。テイカ岡山工場から北へ約２００ｍの

ところに位置しています。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番、２番案

件について、山﨑委員お願いします。 

山 﨑 委 員  １番案件についてご説明します。１番案件は、譲渡人が県外に在住で

高齢でもあり、また当該地は駅間近であり、周辺の立地条件も整って

いるため、申請人と協議した結果話がまとまりました。また、当該申

請について、排水等についても特に問題なく、近隣農地等についても

特に支障はありません。よろしくお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、大

河原委員お願いします。 

大河原委員 ２番案件についてご説明します。スーパーのベーシック付近に建売分

譲住宅を建築されるそうです。排水や進入路についても特に問題があ

りませんので大丈夫だと思います。よろしくお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件について、安

木委員お願いします。 

安 木 委 員  申請人は露地野菜を作っている農家で、出荷する場の農業用倉庫を建

てたいと、休耕田を利用して野菜作りをしており、地元住民等の同

意を得ていることから特に問題もないかと思います。相手方と協議

した結果話がまとまりました。近隣農地から独立しているため、周
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辺農地についても特に問題ないと思われます。よろしくお願いいた

します。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、４番、５番案件につい

て、射越委員お願いします。 

射 越 委 員 ４番案件についてご説明します。相手方が長期間、耕作をされていな

い田であり、買取が決まり申請を行いました。特に問題もないかと思

います。５番案件についてですが、娘の家を建てるとのこと、排水等

問題はないと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、６番、７番、８番、９

番案件について、山本委員お願いします。 

山 本 委 員 ６番案件についてご説明します。申請地は長船駅の右側で周辺の宅地

開発がされておる地域であり、地元住民、周辺地権者からも同意があ

ることから、特に問題もないかと思います。７番、８番、９番案件に

ついてですが、従来の住宅に計画されていること、地元住民、周辺地

権者からも同意があることから、特に問題もないかと思います。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、１０番案件について、

茂成委員お願いします。 

茂 成 委 員 １０番案件についてご説明します。相手方は県外に在住しており、今

後、耕作をする予定はないと。近隣の申請人が露天駐車場にしたいと

申し出ありました。特に問題もないかと思います。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案 農地法第５条許可申請について、１番から１０番までの

案件に、許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、承認とさせていただきます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）ということで、事務局の説明をお願い

します。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料６～８頁目をご覧ください。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につ

いて議案書をもとに朗読】 
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以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   まず、今後の総会の予定を申し上げます。５月の通常総会については

５月１８日水曜日に瀬戸内市役所 ２階大会議室で開催予定となって

おります。６月の通常総会につきましては、６月９日木曜日に瀬戸内

市役所 ２階大会議室で開催予定となっております。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和４年度

４月の総会を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 
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議   長    
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署 名 委 員    


